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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第86期

第３四半期
連結累計期間

第87期
第３四半期
連結累計期間

第86期

会計期間
自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日

自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (百万円) 17,632 17,993 25,100

経常利益 (百万円) 1,092 1,049 1,670

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 722 516 1,031

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,170 1,099 1,641

純資産額 (百万円) 28,183 29,588 28,655

総資産額 (百万円) 40,434 41,721 41,513

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 65.87 47.14 94.04

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 68.3 69.6 67.6
 

　

回次
第86期

第３四半期
連結会計期間

第87期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成26年10月１日
至 平成26年12月31日

自 平成27年10月１日
至 平成27年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 23.47 39.96
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

４.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

に重要な変更はありません。

 また、当第３四半期連結会計期間において、当社は吸収分割の方法による認定放送持株会社体制へ移行することを

目的としてＲＫＢ毎日分割準備株式会社を設立し、連結子会社としました。認定放送持株会社への移行の詳細は、

「第4　経理の状況　1　四半期連結財務諸表　注記事項(追加情報)」に記載のとおりであります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は終結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善など景気回復基調で推移しておりま

すが、個人消費の回復は依然弱く、原油価格の下落や中国経済の減速もあり、先行き不透明な状況です。

　そのような状況の中、主たる事業の放送事業収入が前年を下回りましたが、システム関連事業は官公庁向けの受

注等が好調で収入が前年を上回りました。一方、費用面では、経費節減に努めましたが、放送事業収入やその他事

業収入の減収を補うことができませんでした。その結果、当第3四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は179億

93百万円(前年同期比 2.0%増)で増収となり、営業利益は9億44百万円(前年同期比 3.8%減)、経常利益は10億49百万

円(前年同期比 3.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は、厚生年金基金脱退に伴う特別損失等の計上により

5億16百万円(前年同期比 28.4%減)でいずれも減益となりました。

 セグメント別の状況は次のとおりです。

 

①放送事業

　放送事業は、収入119億86百万円(前年同期比 1.9%減)、営業利益5億81百万円(前年同期比 11.7%減)となりまし

た。

　テレビ部門は、収入103億41百万円(前年同期比 1.3%減)となりました。タイム収入はレギュラータイム提供社減

少等で3.0%減、主力であるスポット収入も0.3%減となりました。業種別では、化粧品・洗剤・トイレタリ、流通・

小売などが伸びたものの、通信・放送、輸送機器などが落ち込みました。

　ラジオ部門は、収入16億45百万円(前年同期比 5.7%減)となりました。スポット収入は12.1%減、タイム収入もイ

ベント収入の減少等により2.2%減となりました。

 

②システム関連事業

　システム関連事業は、収入34億45百万円(前年同期比 22.0%増)、営業損失81百万円(前年同期は営業損失2億2百万

円)となりました。

　ソフトウェア開発業界では業界内の競争が一層の厳しさを増す中、積極的な営業活動を展開した結果、官公庁向

けソフトウェア開発および機器販売が好調で、増収となりました。利益面でも前年同期より大幅に改善しまし

た。　

 

③不動産事業

　不動産事業は、収入7億65百万円(前年同期比 0.6%減)、営業利益5億18百万円(前年同期比 1.2%減)となりまし

た。

　テナント収入の減少により、減収減益となりました。

　

④その他事業

その他事業は、収入17億96百万円(前年同期比 1.1%減)、営業損失76百万円(前年同期は営業利益0百万円)となり

ました。

　催事部門では、「プラントハンター西畠清順の世界７大陸植物園」、蜷川幸雄演出の「ヴェローナの二紳士」や

福岡市博物館で「世界記憶遺産　山本作兵衛の世界～記憶の坑道～」等を開催しましたが、全体では減収となり、

利益面でも営業損失となりました。　
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(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の連結子会社)の事業上および財務上の対処す

べき課題について重要な変更および新たに生じた課題はありません。

 

なお、当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。

 

①基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家の皆様による自由な取引が認められており、当社株式に対する大規

模買付行為またはこれに類似する行為があった場合においても法令に別段の定めがある場合を除き、一概に否定

されるべきものではなく、最終的には株主の皆様の自由な意思によりその適否が判断されるべきであると考えま

す。

 ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社および当社グループ会社（以下、「当社グループ」といいます。）の企業価値ひいて

は株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているものとは言えないも

の、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

当社は上場会社として市場経済の発展に寄与すべき責務を負うことはもとより、有限希少の電波を預かる放送

事業者として、高い公共性を求められている企業であります。従いまして、当社の財務および事業の方針の決定

を支配する者は、放送法や電波法等、法令の趣旨、放送事業者としての公共的使命と社会的責任を深く認識し、

自覚しなければなりません。さらに視聴者・聴取者の支持と共感を得ることのできる番組制作や地域社会・市民

社会の発展に寄与する企業活動を柱とする事業計画を推進させ、当社グループの企業価値および株主共同の利益

を継続的に堅持し、また向上させていく者でなければならないと考えております。

 
②基本方針の実現の取組み

当社は民間放送局として、放送の公共的使命と報道機関としての責任を自覚し、地域社会・市民社会の発展に

貢献する企業活動を継続することが社会的責務であり、かつ経済的存立の基盤であるとの認識に基づいて事業活

動を行っております。当社グループが構築してきたコーポレートブランドや企業価値および株主共同の利益を確

保・向上させていくため、以下の３点を重点施策とした取り組みを推進しております。

(ⅰ)迅速・正確な報道

「価値ある情報」を迅速・正確に発信することを第一の責務とします。また、視聴者・聴取者の支持を得る情

報を発信し、またエンターテイメントコンテンツ制作を行います。さらに、制作管理体制を整備・点検し、視聴

者・聴取者の信頼を損なう番組は放送いたしません。

(ⅱ)地域社会・市民社会への貢献

放送に加え、放送局の特性を生かした良質なイベントの展開等、総合力でエリアへの貢献を果たします。ま

た、アジアの中の福岡を意識し、アジアの人々と情報を共有し、相互理解に貢献するコンテンツを制作し、発信

するという理念に向けて、一歩づつ駒を進めてまいります。さらに、企業活動自体が地球環境に負荷があること

を認識し環境保全活動を推進いたします。

(ⅲ)健全な経営

安定的な財務体質を目指して、コスト意識の徹底をはかり、時代に合った番組づくりと事業の展開、また、新

たな収入源の開発など多様なコンテンツ開発に経営資源を集中します。
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③基本方針に照らして当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者によって財務および事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組み

当社株式の大規模買付行為を行う者が、これらの重点取り組みを継続的に行い、向上させるのでなければ、当

社グループの企業価値・株主共同の利益は毀損されることとなります。

従いまして、当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付行為が行われた際に、当該大規模買付行為に応じ

るべきか否かを株主の皆様が判断するための情報や時間の確保、あるいは株主の皆様のために交渉を行うこと等

を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための枠組みが

不可欠であると考えており、当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為に対しては、当社

は必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保しなければなりません。

当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記の基本方針に照らして不

適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの一つとして

以下のような本プランを導入しております。

　本プランは当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け、または当

社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合およびその特別関係者の株式等所

有割合の合計が20％以上となる公開買付けに該当する当社株式等の買付けまたはこれに類似する行為（かかる行

為を、以下「大規模買付行為」といいます。ただし、当社取締役会が承認したものを除きます。）がなされる場

合を適用対象とします。

　当社取締役会が決議に基づき発動する対抗措置としては、新株予約権の無償割当てを行うこととします。ただ

し、会社法その他の法令および当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場

合には当該その他の対抗措置を用いることもあります。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、対抗措置の中止または発動の停止を

決定することがあります。

　本プランの有効期間は、平成26年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から平成29年6月開催予定の定時株主

総会終結の時までの3年間とします。　

　ただし、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた

場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の株主総会

にて選任された取締役で構成される当社取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランは

その時点で廃止されるものとします。

　なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこ

れらの解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更に伴う形式的な変更が必要と判断した場合は、随時、企

業価値評価委員会の承認を得た上で、本プランを修正し、または変更することができるものとします。他方、当

社取締役会が、本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような変更を行う場合には、改

めて直近で開催される株主総会に付議し、株主の皆様の承認をいただくことといたします。

　当社は、本プランが廃止され、または本プランの内容について当社株主の皆様に実質的な影響を与えるような

変更が行われた場合には、当該廃止または変更の事実および変更内容、その他当社取締役会が適切と認める事項

について、速やかに情報開示を行います。
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④本プランの合理性に関する取締役会の判断及びその理由

本プランについては、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に

関する決議および勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として企業価値評価委員会を設置しております。企業

価値評価委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役または社外

の有識者から選任される委員３名以上により構成されます。また、当社は必要に応じ企業価値評価委員会の判断

の概要について株主および投資家の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値および株主共同の利益に資

するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保することとしており、詳細は下記のとおりです。

　買付者等におきましては、大規模買付行為の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買

付行為に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した意向表明書を当社の定める書式に

より提出していただきます。

　当社取締役会および企業価値評価委員会が、買付者等による必要情報の提案が十分になされたと認めた場合に

は、その旨を買付者等に通知(以下「情報提供完了通知」といいます。)するとともに、速やかにその旨を開示い

たします。当社取締役会は情報提供完了通知を行った後、大規模買付行為の評価の難易度等に応じて、当社取締

役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいま

す。）を設定します。

当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等

から提供された必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、買付者等による大規模買付行為の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通

じて、大規模買付行為に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、

適時かつ適切に株主および投資家の皆様に開示いたします。また、必要に応じて買付者等との間で大規模買付行

為に関する条件・方法について交渉し、更に、当社取締役会として、株主および投資家の皆様に代替案を提示す

ることもあります。

 企業価値評価委員会は、取締役会評価期間内に、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成および代替

案立案と並行して、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとします。その際、企

業価値評価委員会の判断が当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、企業価値評価委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者（投資

銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含み

ます。）の助言を得ることができるものとします。なお、企業価値評価委員会は買付者等が本プランに定める手

続きを遵守しなかった場合、原則として、当社取締役会に対して対抗措置の発動を勧告します。または、買付者

等が本プランに定める手続きを遵守した場合、原則として、当社取締役会に対して対抗措置の不発動を勧告しま

す。ただし、本プランに定める手続きが遵守されている場合であっても、当該大規模買付行為が当社の企業価値

および株主共同の利益を著しく損なうものであると認められ、かつ対抗措置の発動が相当と判断される場合に

は、例外的措置として、対抗措置の発動を勧告する場合があります。当社取締役会は、企業価値評価委員会の勧

告を最大限尊重するものとし、かかる勧告を踏まえて当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上という

観点から速やかに対抗措置の発動または不発動の決議を行うものとします。当社取締役会は、その内容が対抗措

置の発動であるか不発動であるかを問わず、速やかに当該決議の概要その他当社取締役会および企業価値評価委

員会が適切と判断する事項については、情報開示を行います。

　当社取締役会が対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、買付者等が大規模買付行為を中止した

場合または対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、かつ、当社の企業価値お

よび株主共同の利益確保・向上という観点から発動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況

に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置の中止または発動の停止を行うことができるものとします。

　また、買付者等は、本プランに定める手続きを遵守するものとし、大規模買付行為の提案以降、当社取締役会

の決議を開示するまでは、大規模買付行為を開始することはできないものとします。　

 
(3) 研究開発活動

　特記すべき事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年２月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,200,000 同左 福岡証券取引所
単元株式数は

1,000株であります。

計 11,200,000 同左 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年10月１日～
平成27年12月31日

― 11,200 ― 560 ― 4
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成27年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

   平成27年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　 　233,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 10,880,000 10,880 ―

単元未満株式
普 通 株 式      
87,000　

―
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 11,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 10,880 ―
 

(注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式718株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成27年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
ＲＫＢ毎日放送株式会社

福岡市早良区百道浜
二丁目３番８号

233,000 ― 233,000 2.08

計 ― 233,000 ― 233,000 2.08
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日から平成

27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,695 5,737

  受取手形及び売掛金 4,264 ※１  3,267

  有価証券 10 19

  たな卸資産 118 401

  その他 2,627 2,898

  貸倒引当金 △1 △1

  流動資産合計 12,714 12,322

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,405 7,275

   機械装置及び運搬具（純額） 821 715

   土地 13,319 13,319

   その他（純額） 923 1,075

   有形固定資産合計 22,470 22,386

  無形固定資産 303 258

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,944 5,683

   その他 1,080 1,071

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 6,024 6,754

  固定資産合計 28,798 29,398

 資産合計 41,513 41,721

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 436 190

  短期借入金 240 490

  未払法人税等 246 54

  その他 3,473 2,870

  流動負債合計 4,396 3,604

 固定負債   

  長期借入金 240 120

  退職給付に係る負債 6,237 5,973

  その他 1,984 2,434

  固定負債合計 8,461 8,528

 負債合計 12,857 12,132
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成27年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 560 560

  資本剰余金 4 4

  利益剰余金 26,749 27,104

  自己株式 △178 △179

  株主資本合計 27,135 27,489

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 1,102 1,649

  退職給付に係る調整累計額 △165 △120

  その他の包括利益累計額合計 936 1,529

 非支配株主持分 583 569

 純資産合計 28,655 29,588

負債純資産合計 41,513 41,721
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(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

売上高 17,632 17,993

売上原価 10,839 11,024

売上総利益 6,792 6,968

販売費及び一般管理費 5,811 6,024

営業利益 981 944

営業外収益   

 受取利息 4 2

 受取配当金 81 87

 その他 37 29

 営業外収益合計 122 119

営業外費用   

 支払利息 10 5

 消費税等調整額 - 6

 その他 1 2

 営業外費用合計 12 14

経常利益 1,092 1,049

特別利益   

 固定資産売却益 - 0

 投資有価証券売却益 - 39

 国庫補助金 0 -

 特別利益合計 0 39

特別損失   

 固定資産除売却損 6 60

 固定資産解体費用 - 31

 厚生年金基金脱退損失 - 196

 その他 0 -

 特別損失合計 6 288

税金等調整前四半期純利益 1,086 800

法人税等 398 294

四半期純利益 688 505

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △33 △11

親会社株主に帰属する四半期純利益 722 516
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 688 505

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 421 549

 退職給付に係る調整額 60 43

 その他の包括利益合計 481 593

四半期包括利益 1,170 1,099

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,203 1,109

 非支配株主に係る四半期包括利益 △33 △10
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

連結の範囲の重要な変更

当第３四半期連結会計期間において、ＲＫＢ毎日分割準備株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含め

ております。また、前連結会計年度において連結子会社であった株式会社バフは、平成27年４月１日付で当社の

連結子会社であるＲＫＢミューズ株式会社に吸収合併されたため、連結の範囲から除外しております。
 

 

(会計方針の変更等)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」

という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等

会計基準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当

社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用と

して計上する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合について

は、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半

期連結財務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分か

ら非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計

期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）

及び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第３四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

税金費用の計算

　当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純

利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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（追加情報）

（認定放送持株会社体制への移行並びに吸収分割契約の締結および子会社(分割準備会社)の設立）

当社は、平成27年9月29日開催の取締役会において、平成28年4月1日（予定）を効力発生日として、当社の事業のう

ち、グループ経営管理事業および不動産賃貸事業を除く一切の事業に関する権利義務の一部を当社の完全子会社であ

るＲＫＢ毎日分割準備株式会社に吸収分割により承継させる吸収分割契約を締結すること、および分割準備会社とし

て当社の完全子会社であるＲＫＢ毎日分割準備株式会社を設立すること、並びに所定の許認可が得られることを条件

に認定放送持株会社に移行することを決議いたしました。

　当社が認定放送持株会社へ移行するにあたっては、総務大臣の認定が必要となりますので、放送法に基づく諸手続

きを進めてまいります。

　さらに、当社は本吸収分割の効力が生ずることを条件として、商号を「株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス」へ

変更する旨を含む定款変更議案を平成27年12月22日開催の臨時株主総会に付議し可決されております。また、本分割

準備会社は本吸収分割の効力が生ずることを条件として、「ＲＫＢ毎日放送株式会社」へ商号変更する予定です。

 なお、本吸収分割は、当社の完全子会社に事業部門を承継させる会社分割であります。

 

１．当該吸収分割の目的

当社は、昭和26年に株式会社ラジオ九州としてラジオ放送を開始、その後、昭和33年にテレビ放送をスタートさせ

ました。現在では、株式会社ＴＢＳテレビおよび株式会社ＴＢＳラジオ＆コミュニケーションズをキー局とする、テ

レビ・ラジオのネットワーク基幹局として、北部九州地区を中心に放送を行っております。公共の電波を預かり、放

送事業に携わる当社は、市民生活に必要な情報と、健全な娯楽を提供することによる社会文化の向上に努め、放送の

公共性・公益性と報道機関としての責任を自覚しつつ、適正・公正な手法により、安定的成長を目指してまいりまし

た。

近年、放送メディアにおいては、地上波テレビがデジタル化し、ＢＳ放送・ＣＳ放送などの普及による多チャンネ

ル化・高画質化が進行しています。一方、インターネットメディアにおいては、高機能なスマートフォン等のモバイ

ルデバイスの浸透により、音声・動画コンテンツなどがユーザーにとって、より身近なものとなり、特にその中から

出現したソーシャルメディアは、既存メディアにないコミュニケーションをユーザーに提供しています。また、中波

ラジオ放送においても、インターネットを利用した「ｒａｄｉｋｏ」のサービス開始により、放送エリア外であって

も放送の受信が可能となり、さらに国の施策によりＦＭ補完中継局を利用したサービス（ＦＭ補完放送）も始まるな

どラジオを取り巻く状況も劇的に変化しています。このような「ＩＴ技術の進歩」「放送と通信の融合」をはじめと

する環境の変化は、地方民間放送局として地域特有の番組を制作することが使命である当社の経営にも少なからず影

響を与えています。

　このような状況下においても、当社は九州放送界のリーディングカンパニーとして勝ち残っていくこととはもちろ

ん、福岡県ひいては北部九州地区の「基幹民間放送局」として「地域の情報インフラ機能」を維持していく責務があ

ることを十分に認識しております。

　その責務を今後も引き続き果たしていくためには、より地域に密着した放送を行っているコミュニティFM放送局

等、北部九州地区の他の放送事業者と資本提携を含めた包括的な連携をとり、相互に情報を共有し、地域連携、活性

化を図るとともに、エリア全体の発展、安心・安全にも寄与することが必要であり、これが目指すべき当社の姿であ

ると考えます。

　そのためには、安定したより強固な経営基盤が必要となると考え、グループとしての安定性と、将来の発展を確保

するため、現在の体制を分析し、環境変化に対応しうる仕組みを検討してまいりました。

　その結果、当社および当社グループとして、よりよいコンテンツの制作を推し進めるべく、放送事業に集中する体

制を築き、さらに新たな事業の展開を見据える体制として、「認定放送持株会社」制度を導入すべきとの判断に至り

ました。認定放送持株会社体制のもと、グループ各社および関係会社が、独自の権限と責任による迅速な意思決定を

図り、グループ全体の「企業力」をより強固なものとし、放送メディアとして、一層の企業価値向上を図ることが可

能となります。また、経営資源の効率的な配分により、戦略的機能の拡充、集約や新規事業への積極的な取り組みと

いったことが可能となり、グループ全体の企業価値向上が図られることとなります。

認定放送持株会社体制への移行にあたっては、放送法第159条第1項に基づく総務大臣の認定を条件とし、会社法第

757条に基づき、当社を分割会社として、本件事業に関する権利義務を本分割準備会社に承継させる吸収分割を行いま

す。
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２．吸収分割の日程

　　・本分割準備会社設立および本吸収分割契約締結承認取締役会（当社） 平成27年9月29日（火）

　　・本分割準備会社設立 平成27年9月29日（火）

　　・本分割吸収契約締結（当社および本分割準備会社） 平成27年10月15日（木）

　　・本分割吸収契約承認株主総会（当社および本分割準備会社）平成27年12月22日（火）

　　・本吸収分割の効力発生日 平成28年4月1日（金）（予定）

　　・商号変更日（当社および本分割準備会社） 平成28年4月1日（金）（予定）

（注）当社の無線局免許に係る免許人の地位については、本分割準備会社に承継することを予定しています。

従って、本吸収分割は（i）当社が認定放送持株会社になるために必要な関係官庁からの許認可等（認定放

送持株会社に関する放送法第159条第1項に基づく総務大臣の認定を含みます。）、（ii）本分割準備会社が

特定地上基幹放送局となるために必要な関係官庁からの許認可等（当社の有する特定地上基幹放送局その他

の無線局の免許の承継に係る電波法第20条第2項に基づく総務大臣の許可を含みます。）または（iii）本吸

収分割に必要な関係官庁からの許認可等が得られない場合には、その効力を失います。

 

３．本分割準備会社の設立

本持株会社化に際しては、本吸収分割の効力発生日から円滑に事業を開始するため、本吸収分割に先立ち、当社が

100％出資する本分割準備会社を設立した上で当社を分割会社とし、当社の完全子会社である本分割準備会社に本件事

業を承継させる吸収分割を行う予定です。

　なお、本分割準備会社の概要については、後記「５．分割当事会社の概要」をご参照ください。

 
４．吸収分割の方法

当社を分割会社とし、当社の完全子会社である本分割準備会社を承継会社とする吸収分割です。
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５．分割当事会社の概要

 
分割会社

（平成27年3月31日現在）
承継会社

（平成27年9月29日現在）

（１）商号 ＲＫＢ毎日放送株式会社 ＲＫＢ毎日分割準備株式会社

（２）事業内容
テレビ・ラジオの放送、番組制作販
売、音楽・スポーツ等のイベント、
不動産賃貸等

テレビ・ラジオの放送、番組制作販
売、音楽・スポーツ等のイベント等

（３）設立年月日 昭和26年6月29日 平成27年9月29日

（４）本店所在地 福岡市早良区百道浜二丁目３番８号 福岡市早良区百道浜二丁目３番８号

（５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　井上　良次 代表取締役社長　井上　良次

（６）資本金 560百万円 10百万円

（７）発行済株式総数 11,200,000株 10株

（８）決算期 3月31日 3月31日

（９）大株主および持株比率

株式会社毎日放送　  　　9.02％
株式会社毎日新聞社　  　8.63％
株式会社麻生　　　　  　7.08％
株式会社東京放送ホールディングス
　　　　　　　　　　  　4.66％
株式会社福岡銀行　　  　4.65％
新日鐡住金株式会社　  　3.41％
株式会社西日本シティ銀行 3.34％
西日本鉄道株式会社　  　3.09％
九州電力株式会社　　  　2.99％
株式会社肥後銀行　　  　2.82％
※持株比率は自己株式(233,718株)を
控除して計算しております。

ＲＫＢ毎日放送株式会社　　100％

（１０）直前事業年度（平成27年３月期）の経営成績および財政状態

売上高 　　　25,100百万円（連結） ―

営業利益 　　　　1,521百万円（連結） ―

経常利益 　　　　1,670百万円（連結） ―

当期純利益 　　　　1,031百万円（連結） ―

１株当たり当期純利益 　　　 　　94.04円（連結） ―

純資産      28,655百万円（連結） 　　　　　　　10百万円（個別）

総資産 　　　41,513百万円（連結） 　　　　　　　10百万円（個別）

１株当たり純資産        2,599.88円（連結） 　　　　　1,000,000円（個別）
 

（注）１ 分割会社は、平成28年4月1日（予定）に本吸収分割の効力が生ずることを条件として、その商号を「株式会

社ＲＫＢ毎日ホールディングス」に変更する予定です。

 ２ 承継会社は、平成28年4月1日（予定）に本吸収分割の効力が生ずることを条件として、その商号を「ＲＫＢ

毎日放送株式会社」に変更する予定です。

 ３ 承継会社は、平成27年9月29日に設立されており、直前事業年度が存在しないため、(10)直前事業年度の経

営成および財政状態については、その設立日における純資産、総資産および1株当たり純資産のみを記載し

ております。
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６．分割する事業部門の概要

　(1)分割する事業部門の内容

　　当社のグループ経営管理事業および不動産賃貸事業を除く一切の事業

 
　(2)分割する事業部門の経営成績

 本件事業部門(a) 平成27年3月期実績(ｂ) 比率(a/b)

売上高 19,214百万円 25,100百万円（連結） 76.5%
 

 

　(3)分割する資産、負債の項目および金額（平成27年3月31日現在)

資産 負債

項目 帳簿価格 項目 帳簿価格

流動資産 4,756百万円 流動負債 1,990百万円

固定資産 3,364百万円 固定負債 4,181百万円

合計 8,120百万円 合計 6,171百万円
 

（注）当社の分割する資産および負債については、上記金額の本吸収分割効力発生日の前日までの増減を加除して確

定いたします。

 

７．本吸収分割後の分割会社および承継会社の状況（平成28年4月1日（予定））

 分割会社 承継会社

（１）商号
株式会社ＲＫＢ毎日ホールディングス
（平成28年４月１日付で「ＲＫＢ毎日
放送株式会社」より商号変更予定）

ＲＫＢ毎日放送株式会社（平成28年４
月１日付で「ＲＫＢ毎日分割準備株式
会社」より商号変更予定）

（２）事業内容
グループ会社の経営管理、
不動産賃貸等

テレビ・ラジオの放送、番組制作販
売、音楽・スポーツ等のイベント等

（３）本店所在地 福岡市早良区百道浜二丁目３番８号 福岡市早良区百道浜二丁目３番８号

（４）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　井上　良次 代表取締役社長　井上　良次

（５）資本金 560百万円 100百万円

（６）決算期 3月31日 3月31日
 

 

EDINET提出書類

ＲＫＢ毎日放送株式会社(E04382)

四半期報告書

18/23



 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。
 

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

受取手形 ―百万円 6百万円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日

　　至　平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日

　　至　平成27年12月31日）

減価償却費   776百万円      796百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日
定時株主総会

普通株式 164 15 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月26日
定時株主総会

普通株式 164 15 平成27年３月31日 平成27年６月29日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）放送事業

システム
関連事業

不動産事業 その他事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 12,221 2,824 769 1,817 17,632 ― 17,632

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

140 37 215 437 831 △831 ―

計 12,362 2,862 985 2,254 18,464 △831 17,632

セグメント利益又は損失(△) 658 △202 524 0 981 0 981
 

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 981

セグメント間取引消去 0

四半期連結損益計算書の営業利益 981
 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

      (単位：百万円)

 

報告セグメント

その他

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）放送事業

システム
関連事業

不動産事業 その他事業 計

売上高        

  外部顧客への売上高 11,986 3,445 765 1,796 17,993 ― 17,993

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

144 41 209 896 1,291 △1,291 ―

計 12,131 3,486 974 2,692 19,285 △1,291 17,993

セグメント利益又は損失(△) 581 △81 518 △76 941 2 944
 

(注) セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：百万円)

利益 金額

報告セグメント計 941

セグメント間取引消去 2

四半期連結損益計算書の営業利益 944
 

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日)

　 １株当たり四半期純利益金額 65円87銭 47円14銭

    (算定上の基礎)   

   親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 722 516

   普通株式に係る親会社株主に帰属する
　　四半期純利益金額(百万円)

722 516

   普通株式の期中平均株式数(千株) 10,967 10,966
 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年２月８日

ＲＫＢ毎日放送株式会社

取締役会  御中

 

有限責任監査法人トーマツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   本   野   正   紀   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   寺   田   篤   芳   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＲＫＢ毎日放送

株式会社の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平成27年10月１日か

ら平成27年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年12月31日まで)に係る四半期連結

財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四

半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＲＫＢ毎日放送株式会社及び連結子会社の平成27年12月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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